
令和６年第４回南幌町議会臨時会議事日程 

 

                            令和６年１０月２５日（金） 

                            午 前 ９ 時 ３ ０ 分 開 議 
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議案第５６号 

議案第５７号 

 

議案第５８号 

 

 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸般報告 

１ 会務報告 

２ 例月出納検査結果報告 

専決処分の承認を求めることについて（令和６年度 

南幌町一般会計補正予算（第６号）） 

令和６年度南幌町一般会計補正予算（第７号） 

南幌町農村環境改善センター条例の全部を改正する 

条例制定について 

南幌町スポーツセンター条例の全部を改正する条例 

制定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



諸般報告１ 

 

 

会   務   報   告 

 

 月  日     内      容 

 

 ９月１８日 比布町議会が視察のため来町し、議長歓迎の挨拶を述べた。 

   同 日 総務常任委員会所管事務調査を実施した。 

   ２０日 元議員会物故者追悼法要に各議員出席した。 

  ２４～３０日 第３回議会定例会を開催した。 

  ２５～２７日 決算審査特別委員会を開催した。 

   ２７日 全員協議会を開催した。 

同 日 南幌町議会まちづくり特別委員会を開催した。 

３０日 両常任委員会合同所管事務調査を実施した。 

１０月 ４日 議員としゃべり場を開催した。 

７日 広報特別委員会を開催した。 

   同 日 議員としゃべり場を開催した。 

 ８～１０日 姉妹町熊本県多良木町行政視察のため、熊本県多良木町に議長 

外議員５名を派遣した。 

９日 茨城県河内町議会が視察のため来町し、副議長歓迎の挨拶を述 

   べた。 

１７日 広報特別委員会を開催した。 

同 日 全員協議会を開催した。 

    

 



  



諸般報告２ 

 
 
 

例月出納検査結果報告について 

 
 
 このことについて、令和６年９月１７日及び令和６年１０月１６日付けをも

って別紙のとおり監査委員から報告があったので報告する。 

 
 
 
                    令和６年１０月２５日提出 
                    南幌町議会議長 側 瀬 敏 彦 

 
 

記 



南 監 査 号 
令和６年９月１７日 

 
 
 南幌町議会議長  側 瀬 敏 彦  様 

 
 

南幌町監査委員 白 倉 敏 美 
   〃    加 藤 真 悟 

 
 
   例月出納検査の結果について 

 
 令和６年９月１７日に執行した令和６年８月分の例月出納検査結果を、地方

自治法第２３５条の２第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 
 

記 

 
 
１ 検査現在日   令和６年８月３１日  一般会計及び特別会計 

 
２ 検査実施日   令和６年９月１７日 

 
３ 検査 意見    出納事務は適法に取扱われており、異常ないものと認む。 
          現金出納状況は別紙のとおりである。 
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議案第５７号 

 

 

南幌町農村環境改善センター条例の全部を改正する条例制定について 

 

 

南幌町農村環境改善センター条例（昭和５７年南幌町条例第２２号）の全部 

を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

 

令和６年１０月２５日提出 

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 

 



 

南幌町農村環境改善センター条例の全部を改正する条例 

 

 

南幌町農村環境改善センター条例（昭和５７年南幌町条例第２２号）の全部 

を次のように改正する。 

 

 

南幌町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条 農業経営の改善、農村生活の向上及び農業者等の健康増進と地域連帯 

感の醸成を図ることを目的とし、南幌町農村環境改善センター（以下「改善 

センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 南幌町農村環境改善センター 

位置 南幌町中央２丁目３番２号 

（指定管理者による管理） 

第３条 教育委員会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と 

いう。）第２４４条の２第３項の規定により、改善センターの管理に関する 

次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。 

（１） 改善センターの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の維 

持管理に関する業務 

（２） 施設等の利用の許可に関する業務 

（３） 利用料金に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

（利用の許可） 

第４条 改善センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可 

を受けなければならない。利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。） 

が許可された事項の変更又は取り消しをしようとするときも、同様とする。 

（利用の制限） 

第５条 指定管理者は、施設の管理運営上、必要と認めたときは、前条の許可 

に利用の制限、その他必要な条件を付することができる。 

２ 次の各号の一に該当するときは利用の許可をしない。 

（１） 公の秩序、又は風紀を乱すおそれのあるとき。 

（２） 建物及び施設物件等を損傷、滅失その他損害を与えるおそれのある 



 

とき。 

（３） 特定の政党の利害に関する事業を行うとき。 

（４） その他管理運営上適当と認め難いとき。 

（利用の変更、停止又は許可の取消し） 

第６条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件 

を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。 

（１） 利用の許可条件に違反したとき。 

（２） 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

（３） 偽りその他不正な手段により利用の許可等を受けたことが判明した 

とき。 

（４） 公益上やむを得ない理由が生じたとき。 

（５） 前条第２項に該当すると認めたとき。 

２ 前項の規定により利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責め 

を負わないものとする。 

（特別設備等の許可） 

第７条 利用者は、改善センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特 

殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなけ 

ればならない。 

（利用料金） 

第８条 利用料金は、法第２４４条の２第８項の規定により、指定管理者の収 

入として収受させるものとする。 

２ 利用料金の額は、別表に定める利用料金の範囲内において、指定管理者が 

教育委員会の承認を得て定めるものとする。また、これを変更しようとする 

ときも、同様とする。 

３ 利用者は利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別 

な理由があると認めるときは、この限りでない。 

（利用料金の免除） 

第９条 次に掲げるものは、利用料金を徴収しない。 

（１） 町及び教育委員会が主催又は共催で利用する場合 

（２） 町が委嘱する非常勤特別職の委員会が主催で利用する場合 

（３） 国、道等の関係機関が主催で利用する場合 

（４） 町長が会長職となっている団体が主催で利用する場合 

（５） 町内の学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校又は 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する保育所が行う教育 

活動又は保育活動で利用する場合 

（６） 町内の障がい者を活動の主体として構成された団体が利用する場合 



 

（７） 指定管理者が施設の管理運営等に関して利用する場合 

（８） 消防署又は消防団が主催で利用する場合 

（９） 町内会が主催で利用する場合 

（１０） 郷土芸能等の保存継承団体が利用する場合 

（１１） 青少年育成団体が利用する場合 

（１２） 町内の生活安全対策を推進する極めて公共性の高い組織が主催で 

利用する場合 

（１３） 極めて公共性の高い活動を行う団体で、町長が認める団体が利用 

する場合 

（利用料金の還付） 

第１０条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の一に該当すると 

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

（１） 改善センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許 

可を取り消したとき。 

（２） 利用者の責めに帰すことができない理由により、改善センターを利 

用することができないとき。 

（３） 利用日の１０日前までに利用の変更又は取り消しを申し出て、指定 

管理者が認めたとき。 

（原状回復の義務） 

第１１条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を停止され、若 

しくは取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しな 

ければならない。 

２ 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、 

その費用を利用者から徴収することができる。 

（損害賠償） 

第１２条 利用者が故意又は過失により施設等、その他の物件を損傷し又は滅 

失したときは、その損害を賠償しなければならない。 

（入館の禁止等） 

第１３条 指定管理者は、改善センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれ 

のある者の入館を禁止し、又はその者を退館させることができる。 

（必要措置の命令等） 

第１４条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用を許可した 

場所に立ち入り、利用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずる 

ことができる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 



 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行の日から、指定管理者が指定されるまでの間は、改正前の南 

幌町農村環境改善センター条例を適用する。 

 



 

別表（第８条関係） 

区分 １時間につき 

一階 

多目的ホール １，０００円以内

ステージ １００円以内

研修室１ １４０円以内

農村青年室 ６０円以内

農村婦人室 ６０円以内

二階 

研修室２ ２４０円以内

和室１ ８０円以内

和室２ ８０円以内

備考 

１ 冠婚葬祭での利用については、新生活運動によるものを対象とする。利用 

料金は１回につき、１２，０００円とし、全館貸切利用とする。 

２ 町民以外の者が利用する場合は、１０割加算する。 

３ 入場料等を徴収する場合は、１０割加算する。 

４ 営利又は営業が目的の場合は、１０割加算する。 

５ 入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、３０割を加算する。 

６ １時間未満の利用料金については、１時間として算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

指定管理者制度の導入を図るため、本案を提案するものである。 



 

議案第５８号 

 

 

南幌町スポーツセンター条例の全部を改正する条例制定について 

 

 

南幌町スポーツセンター条例（平成４年南幌町条例第２１号）の全部を改正 

する条例を次のように制定する。 

 

 

 

令和６年１０月２５日提出 

南幌町長 大 崎 貞 二 

 

 

記 

 

  



 

南幌町スポーツセンター条例の全部を改正する条例 

 

 

 南幌町スポーツセンター条例（平成４年南幌町条例第２１号）の全部を次の 

ように改正する。 

 

南幌町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条 町民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図ることを目的とし、 

南幌町スポーツセンター（以下「スポーツセンター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 南幌町スポーツセンター 

位置 南幌町中央２丁目４番１号 

（指定管理者による管理） 

第３条 教育委員会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」と 

いう。）第２４４条の２第３項の規定により、スポーツセンターの管理に関 

する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。 

（１） スポーツセンターの施設及び附属設備（以下「施設等」という。） 

の維持管理に関する業務 

（２） 施設等の利用の許可に関する業務 

（３） 利用料金に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

（利用の許可） 

第４条 スポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の 

許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者（以下「利用者」とい 

う。）が許可された事項の変更又は取り消しをしようとするときも、同様と 

する。 

（利用の制限） 

第５条 指定管理者は、施設の管理運営上、必要と認めたときは、前条の許可 

に利用の制限、その他必要な条件を付することができる。 

２ 次の各号の一に該当するときは利用の許可をしない。 

（１） 公の秩序、又は風紀を乱すおそれのあるとき。 

（２） 建物及び施設物件等を損傷、滅失その他損害を与えるおそれのある 

とき。 



 

（３） 特定の政党の利害に関する事業を行うとき。 

（４） その他管理運営上適当と認め難いとき。 

（利用の変更、停止又は許可の取消し） 

第６条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の条件 

を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。 

（１） 利用の許可条件に違反したとき。 

（２） 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

（３） 偽りその他不正な手段により利用の許可等を受けたことが判明した 

とき。 

（４） 公益上やむを得ない理由が生じたとき。 

（５） 前条第２項に該当すると認めたとき。 

２ 前項の規定により利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責め 

を負わないものとする。 

（特別設備等の許可） 

第７条 利用者は、スポーツセンターの利用に当たって特別の設備を設け、又 

は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受け 

なければならない。 

（利用料金）  

第８条 利用料金は、法第２４４条の２第８項の規定により、指定管理者の収 

入として収受させるものとする。 

２ 利用料金の額は、別表１及び別表２に定める利用料金の範囲内において、 

指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。また、これを変更 

しようとするときも、同様とする。 

３ 利用者は利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別 

な理由があると認めるときは、この限りでない。 

（利用料金の免除） 

第９条 次に掲げるものは、利用料金を徴収しない。 

（１） 専用利用 

ア 町及び教育委員会が主催又は共催で利用する場合 

イ 町が委嘱する非常勤特別職の委員会が主催で利用する場合 

ウ 国、道等の関係機関が主催で利用する場合 

エ 町長が会長職となっている団体が主催で利用する場合 

オ 町内の学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校又は 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する保育所が行う教 

育活動又は保育活動で利用する場合 

カ 町内の障がい者を活動の主体として構成された団体が利用する場合 



 

キ 指定管理者が施設の管理運営等に関して利用する場合 

ク 消防署又は消防団が主催で利用する場合 

ケ 町内会が主催で利用する場合 

コ 郷土芸能等の保存継承団体が利用する場合 

サ 青少年育成団体が利用する場合 

シ 町内の生活安全対策を推進する極めて公共性の高い組織が主催で利 

用する場合 

ス 極めて公共性の高い活動を行う団体で、町長が認める団体が利用す 

る場合 

（２） 個人利用 

ア 町内の障がい者（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉 

手帳を提示した個人及び介助員１人含む）が利用する場合 

（利用料金の還付） 

第１０条 既納の利用料金は還付しない。ただし、次の各号の一に該当すると 

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

（１） スポーツセンターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用 

の許可を取り消したとき。 

（２） 利用者の責めに帰すことができない理由により、スポーツセンター 

を利用することができないとき。 

（３） 利用日の１０日前までに利用の変更又は取り消しを申し出て、指定 

管理者が認めたとき。 

（原状回復の義務） 

第１１条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を停止され、若 

しくは取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しな 

ければならない。 

２ 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、 

その費用を利用者から徴収することができる。 

（損害賠償） 

第１２条 利用者が故意又は過失により施設等、その他の物件を損傷し又は滅 

失したときは、その損害を賠償しなければならない。 

（入館の禁止等） 

第１３条 指定管理者は、スポーツセンター内の秩序を乱し、若しくは乱すお 

それのある者の入館を禁止し、又はその者を退館させることができる。 

（必要措置の命令等） 

第１４条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用を許可した 

場所に立ち入り、利用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずる 



 

ことができる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行の日から、指定管理者が指定されるまでの間は、改正前の南 

幌町スポーツセンター条例を適用する。 

 



 

別表１（第８条関係） 

（１） 専用利用  

区分 １時間につき 

アリーナＡ ９００円以内

アリーナＢ ９００円以内

格技場 ５４０円以内

 

（２） 個人利用 
 

区分 １時間につき 回数券 

アリーナＡ 

アリーナＢ 

格技場 

ランニングコース 

トレーニングルーム 

小学生・中学生・高校生 ４０円以内 ８００円以内

一般 ６０円以内 １，２００円以内

満６５歳以上 ４０円以内 ８００円以内

備考 

１ 町民以外の者が利用する場合は、１０割加算する。 

２ 入場料等を徴収する場合は、１０割加算する。 

３ 営利又は営業が目的の場合は、１０割加算する。 

４ 入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、３０割を加算する。 

５ 回数券は２２枚とし、１枚の利用時間は１時間とする。 

６ １時間未満の利用料金については、１時間として算出する。 

 

 



 

別表２（第８条関係） 

（１） 専用利用 
 

区分 １時間につき 

プール

全面 １６，０００円以内

一般用プール１コース ２，０００円以内

歩行用プール ４，０００円以内

幼児用プール ４，０００円以内

 

（２） 個人利用 

区分 １回につき 回数券 シーズン券 

プール 

小学生 

中学生 

高校生 

１００円以内 １，０００円以内 ３，０００円以内 

一般 ３００円以内 ３，０００円以内 ９，０００円以内 

満６５歳以上 １００円以内 １，０００円以内 ３，０００円以内 

備考 

１ 町民以外の者が利用する場合は、１０割加算する。 

２ 入場料等を徴収する場合は、１０割加算する。 

３ 営利又は営業が目的の場合は、１０割加算する。 

４ 入場料を徴収し、かつ営利又は営業が目的の場合は、３０割加算する。 

５ 回数券は１１枚とする。 

６ シーズン券は、発行した当該年度の開設期間に限り有効とする。 

７ １時間未満の利用料金については、１時間として算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

指定管理者制度の導入を図るため、本案を提案するものである。 



  


